
令和７年５月 登米市部長等連絡調整会議 
 

【日 時】令和７年５月７日（水） 

午前 10 時から 

【場 所】消防防災センター大会議室 

 

《 次 第 》 

 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

（１）登米市市制施行 20 周年記念事業 

とめふるさと大使の委嘱について 資料１・・・Ｐ１ 

（２）家畜伝染病発生時における本市の対応について 資料２・・・Ｐ２ 

（３）登米市市制施行 20 周年記念事業 

令和７年度「市民参加の新たな森林づくり」植樹祭について 資料３・・・Ｐ４ 

（４）登米市市制施行 20 周年記念事業 

とめまる 2025 の開催について 資料４・・・Ｐ５ 

（５）第 67 回水道週間について 資料５・・・Ｐ８ 

 

３ 閉 会 



№ 職　　　名 氏　　　名 備　考

1 市　長 熊　谷　康　信

2 副市長 丸　山　　　仁

3 教育長 小野寺　文　晃

4 病院事業管理者 松　本　　　宏

5 総務部長 阿　部　桂　一

6 総務部政策推進局長 小野寺　憲　司

7 総務部危機管理監 後　藤　光　彦

8 まちづくり推進部長 佐　藤　　　靖

9 市民生活部長 幡　江　健　樹

10 市民生活部次長兼福祉事務所長兼少子化対策推進監 岩　渕　　　治

11 環境事業所長 遠　藤　　　貞

12 産業経済部長 千　葉　昌　彦

13 建設部長 伊　藤　　　勝

14 会計管理者兼契約検査管理監兼会計課長 金　澤　正　浩

15 医療局次長兼経営管理部長 髙　橋　一　真

16 上下水道部長 小　林　和　仁

17 消防本部消防長 小野寺　敏　彦

18 議会事務局長 櫻　　　節　郎

19 教育委員会教育部長 新　田　公　和

20 農業委員会事務局長 小野寺　　　仁

21 監査委員事務局理事兼事務局長 武　田　康　博

22 迫総合支所長 山　形　　　敦

23 登米総合支所長 加　藤　孝　二

24 東和総合支所長 白　岩　登世司

25 中田総合支所長 菅　原　正　博

26 豊里総合支所長 佐　藤　正　人

27 米山総合支所長 小　泉　一　誠

28 石越総合支所長 加　藤　善　己

29 南方総合支所長 佐　藤　達　也

30 津山総合支所長 佐々木　陽　栄

令和７年度　部長等連絡調整会議構成員名簿



 

登米市市制施行 20周年記念事業 

とめふるさと大使の委嘱について 

 

１ 概 要 

本市の歴史、文化、産業、観光資源等を広くＰＲし、認知度の向上及び観光誘客等に   

つなげるため、本市出身者又は本市にゆかりがある方で、教育、芸術文化、スポーツ、産

業経済等の分野で活躍している方に「とめふるさと大使」を委嘱しています。 

この度、市制施行 20 周年にあたり、芸術文化の分野で活躍されている、お笑いコンビ

「エバース」の佐々木 隆史氏に「とめふるさと大使」を委嘱します。 

 

２ 「とめふるさと大使」を委嘱する方 

佐々木
ささき

 隆 史
たかふみ

氏（登米市豊里町出身） 

 吉本興業（東京本社）所属のお笑い芸人 

 

＜主な活動＞ 

 平成 27年に、神奈川県出身の町田和樹氏とお笑いコンビ「エバース」を結成。 

令和６年 NHK 新人お笑い大賞優勝、M-1 グランプリ 2024 ファイナリスト。 

劇場やテレビ番組等多方面で活躍中。 

 

３ 委嘱状交付式 

令和７年６月 28 日（土）に開催する登米市市制施行 20 周年記念事業「登米×よしもと

お笑いライブ」内で委嘱状を交付します。 

 

４ 任期 

令和７年６月 28 日から令和 10年６月 27 日まで 

 

５ 大使としての活動内容 

本市で準備する「とめふるさと大使」の名刺を各所で配布していただき、本市の魅力を

広くＰＲしていただきます。 

 

６ 担当部署 

まちづくり推進部まちづくり推進課 

電 話：0220-23-7331 

ＦＡＸ：0220-22-9164 
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家畜伝染病発生時における本市の対応について 
 

高病原性鳥インフルエンザや豚熱等の家畜伝染病が国内で多発しており、これらの状

況から、家畜伝染病発生時における本市の対応について事前に体制の確認を行うもの。 

なお、市内で発生した場合、主体的な対応は「宮城県特定家畜伝染病対策本部」が実

施し、本市は県と連携して対策支援を行うものとなる。 

 

１ 組織体制の概要 

(１) 現地防疫対策本部 

市内において家畜伝染病予防法に定める法定伝染病が発生し、又は発生の恐れが

ある場合に、伝染病の蔓延防止のため「登米市家畜伝染病等現地防疫対策本部」が

自動的に設置される。（登米市家畜伝染病等現地防疫対策本部設置要綱） 

(２) 幹事会 

発生地班（防疫班）、追跡班、サポート班（移動規制班）などの編成及び運営等に

携わり、班員の調整や道路使用の許可及び規制、災害の予防、警戒、防疫従事者へ

の施設提供、住民への情報提供などを調整する。 

 

２ 市内の家きん及び養豚場の概要（R６.２月地方振興事務所データ） 

① 家きん（100 羽以上） ２経営体、２農場   （単位：農場、羽） 

所在地 米山(卵) 東和(卵) 100 羽未満 合計 

農場数 1 1 53 55 

飼養頭数 500 175 951 1,626 

② 養豚 28 経営体、35 農場               （単位：農場、頭） 

所在地 迫 登米 中田 豊里 米山 石越 合計 

農場数 8 4 4 1 17 1 35 

飼養頭数 8,936 15,736 10,862 34 15,381 685 51,634 

 

３ 家畜伝染病発生状況 

（１）令和６年度発生状況 

高病原性鳥

インフルエ

ンザ 

国

内 

・令和６年度は令和７年３月 21 日までに、養鶏場などで 51

事例を確認。約 932 万羽を殺処分。 

県

内 

・令和６年 11 月 10 日に石巻市内の家きん農場で感染が確認

され、令和６年 11 月 12 日に疫学関連農場の約 48,000 羽

を含む約 171,000 羽を殺処分。 

市

内 
・令和６年度中は、養鶏場などでの発生事例は無し。 

豚熱 

国

内 

・平成 30 年９月から令和７年４月４日までに、養豚場など

で 98 事例を確認。約 43 万頭を殺処分。 

県

内 
・令和６年度中は、養豚場などでの発生事例は無し。 

市

内 

・令和７年１月、東和町内で捕獲された野生イノシシ１頭か

ら豚熱陽性を確認。 
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（２）市の対応状況 

月  日 内  容 

令和６年 11 月 11 日 

・近隣市町村で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が

確認されたため、登米市家畜伝染病等現地対策本部員

及び幹事へ情報提供を行った。 

令和７年１月 31 日 

・東和町内で捕獲された野生イノシシ１頭から豚熱陽性

が確認されたため、市防疫対策本部設置要綱第２条の

規定に基づき、「登米市家畜伝染病等現地防疫対策本

部」を設置。 

・上記以降、市内における特定家畜伝染病の発生が確認

されなかったことから、令和７年２月 28 日をもって

防疫対策本部を解散。 

 

４ 担当部署 

産業経済部農政課 

電 話：0220-34-2713 

ＦＡＸ：0220-34-2802 

 

 

 

○家畜伝染病等現地防疫対策本部幹事会構成 

役職 職 

幹事長 産業経済部 次長 

副幹事長 産業経済部 農政課長 

幹事 

総務部 市長公室長、総務課長、防災危機対策室長 

まちづくり推進部 財政経営課長 

市民生活部 環境課長 

産業経済部 産業総務課長、農林振興課長、地域ビジネス支援課長 

      観光物産戦略課長 

建設部 建設総務課長 

教育部 教育総務課長、学校教育課長 

消防本部 消防総務課長 

上下水道部 経営総務課長 

発生地域総合支所 支所長、市民課長 

 

○家畜伝染病等現地防疫対策本部構成 

役職 職 

本部長 市長 

副本部長 副市長 

本部員 
総務部長、まちづくり推進部長、市民生活部長、産業経済部長 

建設部長、教育部長、消防長、上下水道部長、危機管理監 
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登米市市制施行 20周年記念事業 

令和７年度「市民参加の新たな森林づくり」植樹祭について 

 

１ 開催趣旨 

森林は、二酸化炭素を吸収し地球温暖化を防止するなど地球環境にとって大切な資源

であり、この大切な森林を次代へつなぐため「市民参加の森林づくり」を推進します。 

 

２ 植樹祭の概要 

 （１）開催日時：令和７年５月 25 日（日）午前９時 30 分から正午まで 

 （２）植樹場所：登米市津山町柳津字黄牛深畑地内「登米市有林」 

 （３）植樹内容：カラマツ 1,000 本を 0.50ha へ植樹 

 （４）参 加 者：津山小学校みどりの少年団、一般市民等 計 200 名程度 

 （５）参 加 費：無料 

 （６）申込期限：令和７年５月９日（金）まで 

 （７）共  催：宮城県、登米市 

 （８）後  援（予定） 

    登米市緑化推進委員会、宮城森林・林業活性化センター登米支部、津山町森林

組合、登米町森林組合、東和町森林組合、米川生産森林組合 

 （９）日  程 ※少雨決行 

     ９：00 「道の駅津山もくもくランド」集合、植樹会場へ移動 

     ９：30 開会、主催者あいさつ（宮城県・登米市） 

     ９：40 市からの記念品紹介（木工品）、植樹方法等説明 

     ９：50 記念撮影 

      ９：55  参加者全員による植樹、わたしの記念植樹（20 名） 

     10：50 植樹完了、記念撮影、閉会 「道の駅津山もくもくランド」へ移動 

11：30 「木工ワークショップ」「マスクド軍団パフォーマンス」 

（もくもくランドイベント広場にて） 

12：00 解散 

 

３ 担当部署 

産業経済部農林振興課 

   電 話：0220-34-2709 

ＦＡＸ：0220-34-2802 
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登米市市制施行 20周年記念事業 

とめまる 2025の開催について 

 

１ 開催趣旨 

地域の魅力を発信・向上させ、交流人口の拡大を目的に、５月 24 日(土)、『いちにちあ

そべるてづくりマルシェとめまる 2025』を開催します。 

会場のエスファクトリー東北中江公園とオサベフーズ迫体育館を飲食、クラフト、

ステージ、体験ブース等 79 の催事で埋め尽くします。子供から大人まで１日中遊べる沢

山の楽しい事を集めた、来場者が安心して過ごせるマルシェイベントとなっています。 

 

２ とめまる 2025の概要 

（１）開催日時  令和７年５月 24 日（土） 11 時から 17 時 

（２）会  場  エスファクトリー東北中江公園、オサベフーズ迫体育館 

（３）出  店  57 ブース（飲食：32 ブース、クラフト：19 ブース、 

サブカル：６ブース(e-スポーツ、プラモデル、紙ヒコーキ等) 

（４）ステージ  12 団体(バンド、よさこい、ダンス、太鼓 ほか) 

（５）ＰＲ    ３ブース(市観光 PR、消防 PR、宮城県 FCV の利用展示) 

（６）高校生企画 ３チーム(アート企画、コラボクレープ販売、楽器体験とセカンドス 

テージの運用) 

（７）キッズスペース  １ブース(子どもの預かりと見守りブース) 

（８）絵本ブース  １ブース(絵本読み聞かせ） 

（９）体  験  ２ブース(子ども版サスケ、縁日) 

（10）駐 車 場  ５ヶ所（登米市役所迫庁舎、みやぎ登米農業協同組合迫支店、イオン

タウン佐沼ほか２箇所） 

※イオンタウン佐沼駐車場と会場を結ぶシャトルバスを運行します。 

 

３ 担当部署 

事務局：とめまる実行委員会 (ユルヤカニカワルマチ) 

ＴＥＬ：090-7185-6004 
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第 67回水道週間について 

 

第 67 回水道週間（令和７年６月１日～７日）の期間中、水道事業の理解を深めること

を目的に全国的に各種事業が展開され、本市では下記の事業を実施します。 

 

１ 第 36回ヤマメの稚魚の放流 

北上川がいつまでも魚が住める綺麗な川であるよう願いを込めて「ヤマメの稚魚の放流」

を行います。 

・実施日時：令和７年６月３日（火） 10：00～11：30 

・集合場所：登米水辺プラザ船着場（登米町寺池中町地内） 

・参加対象：登米北上こども園児 

 

２ 第 26回北上川クリーン作戦 

水源となる北上川を守るため、取水施設周辺（登米大橋～下り松取水塔付近）の清掃を

行います。 

・実施日時：令和７年６月４日（水）15：00～16：30 

・集合場所：登米水辺プラザ船着場（登米町寺池中町地内） 

・清掃場所：登米大橋付近（登米大橋～下り松取水塔付近） 

 

３ 水道週間作品コンテスト 

水道に対する理解を深めてもらうとともに、限りある水資源（水道）の有効利用を

アピールするため、市内小中学生などを対象に作品の募集を行います。 

・募集作品：図画、作文、習字、標語 

・応募締切：令和７年６月６日（金）必着 

・表 彰 式：令和７年 11 月 26 日（水）予定 

 

４ 担当部署 

上下水道部経営総務課 

電 話：0220-52-3313 

ＦＡＸ：0220-52-3316 
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